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高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
つ

い
て

　

4
月
か
ら
は
栃
木
県
内
の
他
の

市
町
へ
転
居
し
た
場
合
で
も
資
格

は
継
続
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
過
去
12
か
月
以

内
に
高
額
療
養
費
の
支
給
が
4
回

以
上
あ
る
場
合
に
自
己
負
担
限
度

額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
制
度
（
多

数
回
該
当
）
に
つ
い
て
、
栃
木
県

内
の
ほ
か
の
市
町
へ
の
転
居
で
、

転
居
後
も
同
じ
世
帯
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
転
居
前

の
支
給
も
通
算
し
て
多
数
回
該
当

の
回
数
に
含
め
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
該
当
者
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　

今
ま
で
10
月
1
日
更
新
と
な
っ

て
い
た
被
保
険
者
証
が
、
平
成
30

年
か
ら
8
月
1
日
更
新
と
な
り
、

様
式
も
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
70

歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
は
被
保
険

者
証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一
体
化

さ
れ
1
枚
の
被
保
険
者
証
と
な
り

ま
す
。

　

新
様
式
の
被
保
険
者
証
は
7
月

下
旬
に
各
世
帯
へ
発
送
予
定
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
市
町
そ
れ
ぞ

れ
が
保
険
者
と
な
っ
て
運
営
し
て

い
ま
し
た
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て

国
保
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
4

月
か
ら
栃
木
県
も
そ
の
運
営
に
加

わ
り
ま
す
。

　

財
政
運
営
の
し
く
み
は
大
き
く

変
わ
り
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の
医

療
の
受
け
方
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

各
種
申
請
や
届
け
出
、
保
険
税

の
納
付
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市
の

窓
口
へ
お
願
い
し
ま
す
。

制
度
見
直
し
の
内
容

●

財
政
基
盤
の
強
化
の
た
め
、
国

か
ら
の
財
政
支
援
が
拡
充
（
全
国

で
毎
年
３
，
４
０
０
億
円
）
さ
れ

ま
す
。

●

県
は
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
り
、
国
保
運
営
の
中
心
的
な
役

割
を
担
い
、
制
度
の
安
定
化
を
図

り
ま
す
。

●
市
町
は
引
き
続
き
、
資
格
確
認

や
保
険
税
の
決
定
、
収
納
、
保
健

事
業
な
ど
を
担
い
ま
す
。
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平
成
30
年
４
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

平成 30年４月からの国保のしくみ

補助金等 補助金等

栃
　
木
　
県

下
　
野
　
市

医
　
療
　
機
　
関

国
保
加
入
者

市町ごとの納付金を決定し
標準保険税率を示す

保険税や補助金等を財源に
納付金を納付

納付金や補助金等を財源に
交付金を支払い

標準保険税率を
参考に保険税を決定

自己負担額を
支払い

保険税を納付

交付金を財源に保険給付費を支払い

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

これまで １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 ４回目

平成 30年４月から １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目

県内の他市町へ転居

ここから該当

高額療養費の多数回該当について


